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令和７年度 専修学校関係概算要求
（ ）は前年度予算額

専修学校の教育体制及び施設整備等に関する取組
☆私⽴学校施設整備費補助⾦

学校施設等の耐震化、アスベスト対策等に係る経費、教育装置、ICT活⽤等に係る経費のほか、
太陽光発電の導⼊等のエコ改修等の学校環境改善に係る経費を補助

10.2億円 （ 1.2億円）

☆私⽴⼤学等研究設備整備費等補助⾦
新型コロナウイルス感染症等対策を講じながら、授業を実施する際に必要な情報処理関係設備

の整備に係る経費を補助

4.2億円 （ 1.3億円）

14億円 （3億円）

○⾼校⽣等奨学給付⾦（内数） 165億円（ 147億円）

○⽇本学⽣⽀援機構の奨学⾦事業（内数） －億円（ 974億円）

○⾼等学校等就学⽀援⾦交付⾦（内数） 4,061億円（ 4,063億円）

○国費外国⼈留学⽣制度（内数） 185億円（ 182億円）

○⾼等教育の修学⽀援の充実（内数）（こども家庭庁計上）
－億円（ 5,438億円）

※貸与型無利⼦奨学⾦（⼀般会計）分

その他関係予算

【質保証・向上】
☆職業実践専⾨課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進

専修学校における研修プログラム開発や研修体制づくり等による教育体制の充実を図るととも
に、先進モデルの開発等による職業実践専⾨課程の充実に向けた取組や教学マネジメントの強
化の推進等を通じて、職業教育の充実及び専修学校の質保証・向上を図る。

2.5億円 （ 1.4億円）

☆専修学校と地域の連携深化による職業教育魅⼒発信⼒強化事業

専⾨学校や⾼等専修学校が担う職業教育等の魅⼒発信⼒を強化するため、効果的な情報
発信の在り⽅について検討・検証を⾏う。

0.4億円 （ 0.4億円）

（注）四捨五⼊の関係で、係数は合計と⼀致しない。

専修学校教育の振興に資する取組 24億円 （22億円）

（注）予算額が「－」のものは事項要求。

【⼈材養成機能の向上】
☆専修学校による地域産業中核的⼈材養成事業

中⻑期的に必要となる専⾨的職業⼈材の養成に係る新たな教育モデルの構築等を進めるととも
に、地域特性に応じた職業⼈材養成モデルの開発を⾏う。

9.1億円（ 9.5億円）

・⼈⼝減少地域の職業⼈材を確保するための専修学校振興プログラム
・専⾨学校と⾼等学校の有機的連携プログラムの開発・実証

☆専修学校の国際化推進事業
専修学校において、外国⼈留学⽣の戦略的受⼊れの促進と円滑な就職、その後の定着までを

⾒据えた就職先企業との連携に関するモデルを構築するとともに、国際化に向けた体制整備を⾏う。

3.1億円 （ 2.5億円）

☆⾼等専修学校における多様な学びを保障する先導的研究事業

⾼等専修学校に求められる職業教育機能を強化し、「学びのセーフティネット」としての役割を果
たすために必要となる事項について整理するとともに、モデルとなるカリキュラム等の開発、普及啓発を
⾏う。

1.4億円 （ 1.2億円）

☆地⽅やデジタル分野における専修学校理系転換等推進事業

IT⼈材その他理系⼈材の不⾜等に対応していくため、最新の技術動向や市場ニーズに即したカ
リキュラムの調査・設計等の取組を⽀援することで、専修学校における学科の「理系転換」等の再編
を推進する。

3.3億円 （ 3.3億円）

☆専⾨職業⼈材の最新技能アップデートのための専修学校リカレント教育推進事業

専修学校と企業・業界団体等が連携し、各職業分野において受講者の知識・スキルを最新のも
のにアップデートできるリカレント教育のコンテンツを作成するとともに、業界団体を通じて教育コンテン
ツの情報提供を⾏う体制を作るモデルを構築する。

4.0億円 （ 4.0億円）

⼀部
新規

拡充

⼀部
新規

⼀部
新規
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令和６年度 専修学校関係補正予算（案）について

●⾼等専修学校におけるDX⼈材育成事業
→年度内に公募予定

●職業実践専⾨課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進
（⼤⾂認定業務のシステム化に向けた検討）

●私⽴学校施設整備費補助⾦
●私⽴⼤学等研究設備整備費等補助⾦
→追加募集予定
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⾼等専修学校におけるDX⼈材育成事業 2億円令和6年度補正予算額（案）

現状・
課題

デジタル等成⻑分野で不⾜するDX⼈材の増。先⾏する取組を参考に、全国の⾼等専修学校
が⾃らの教育カリキュラムを改編・充実。

DX⼈材育成のための取組を⽀援。
⇒ 20校程度

同校におけるDX⼈材育成機能強化。

アウトプット（活動⽬標） 短期アウトカム（成果⽬標） ⻑期アウトカム（成果⽬標）

（担当︓総合教育政策局⽣涯学習推進課）

①多様な学びを保障する⾼等専修学校 ②誰⼀⼈取り残さないための学校種 ③成⻑分野を⽀える⼈材育成の強化

1
25.5

⽀援が必要な⽣徒
1

20.7

不登校経験の⽣徒

% %

⇒⼊学時に不登校の⽣徒のうち85％が改善または改善
傾向となる等、「学びのセーフティネット」として機能。

○⾼等専修学校について
・３年制 … 約55％（うちおよそ９割が⼤学⼊学資格付与校）
・１〜２年制 … 約45%（⼤部分が准看護、理美容、調理）

○卒業後は、就労42.1%、専⾨学校進学32.9%、⼤学進学
7.5%等

⇒後期中等教育における職業教育機関として、産業界との連携
促進が必要。

○ 「⾻太の⽅針2024」において、成⻑分野への再編や先端
技術に対応した教育の⾼度化等を通じ、専⾨学校を含む
⾼等教育機関の機能強化を進めることは重要な課題と指摘。

○専⾨学校として、特にIT⼈材その他理系⼈材の不⾜等に
対応していくため、学科の「理系転換」等の再編を推進。

⇒⾼等教育段階の理系転換の流れを踏まえ、⾼等学校のみ
ならず⾼等専修学校においてもデジタル等成⻑分野を⽀え
る⼈材育成の強化が必要。

在籍⽣徒数 14,391⼈
⾼等専修学校

在籍⽣徒数 14,391⼈
⾼等専修学校

事業内容

⼤学教育段階においてデジタル・理数分野への学部転換の取組が進む中、⾼等専修学校についても、
ICTを活⽤した理系教育プログラムを開発・実施する学校に対し、必要な環境整備の経費を⽀援する。

国（⽂部科学省）

補助

⾼等専修学校

⇒デジタル等成⻑分野や各分野のDX化を⽀える⼈材育成の強化
⇒成⻑分野の担い⼿増加

⽀援対象

補助上限

補助率

公⽴・私⽴の⾼等専修学校
※私⽴にあっては、⾼等課程を設置する（準）学校法⼈⽴の専修学校に限る。

10,000千円／校（20校程度）

定額補助

○⽀援対象例
情報・数学等を重視したカリキュラムの開発・実施に必要な費⽤（ICT機器設備（ハイスペックPC、
VR機器等）、その他教育設備整備、専⾨⼈材派遣等業務委託費 等）

経済財政運営と改⾰の基本⽅針2024（令和6年6⽉21⽇閣議決定）
第２章 社会課題への対応を通じた持続的な経済成⻑の実現
（４）科学技術の振興・イノベーションの促進
・ＤＸハイスクール事業の継続的な実施等による初等中等教育段階におけ
る探究的・⽂理横断的・実践的な学びの推進や理数系教育の推進、情報
教育の強化・充実とともに、成⻑分野への学部再編等や半導体の先端技
術に対応した⾼専教育の⾼度化・国際化を始めとする⼤学・⾼専・専⾨学
校の機能強化を図る。

事業スキーム
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5（担当︓総合教育政策局⽣涯学習推進課）

・ ⽂部科学⼤⾂認定制度の安定的な運⽤・ 申請者（専修学校）の利便性向上、所
轄庁（都道府県）及び認定者（⽂部科学
省）の業務効率化

職業実践専⾨課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進

 現在、専修学校関係では、職業実践専⾨課程をはじめ計８つの⽂部科学⼤⾂認定制度があるが、令和７年度には、令和６年６⽉
に公布された「学校教育法の⼀部を改正する法律（令和６年法律第50号）」により新たに規定される「専修学校の専攻科」に係る認
定制度も創設される予定である。

 申請者（専修学校）の負担軽減及び⽂部科学省における認定業務の効率化を図るため、認定制度共通の電⼦申請システムの導
⼊が喫緊の課題となっている。

 令和７年度から事前審査を⾏う予定としている「専修学校の専攻科」の認定業務での活⽤を⽬指し、可能な限り早期のシステムの構
築が求められており、早急に専⾨的知⾒を取り⼊れた検討を⾏う必要がある。

背景・課題

⼤⾂認定業務のシステム化に向けた検討
令和７年度以降の可能な限り早期の電⼦申請システムの構築・運
⽤開始に向け、必要となる機能や接続⽅法等の⽅向性を検討する。

• システムが有すべき機能・課題の抽出、整理
アウトプット(活動⽬標） 短期アウトカム(成果⽬標) ⻑期アウトカム(成果⽬標)

事業内容

0.5億円令和6年度補正予算額（案）

委託
⽂部科学省 ⺠間事業者

電⼦申請システムの
構築に向けた検討

都道府県
（専修学校の

所轄庁）

専修学校

ユーザーとして
検討に協⼒
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修学支援新制度
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支援額（イメージ）

約270万円 約300万円 約380万円 約600万円 所得制限無し

全額⽀援
2/3⽀援

1/3⽀援 1/4⽀援等
（私⽴理⼯農系）

年収
⽬安

全額⽀援
（多⼦世帯）

〔令和7年度より拡充〕

令和6年度予算額 5,438億円
給付型奨学⾦ 2,864億円 授業料等減免2,573億円

※公⽴⼤学等及び私⽴専⾨学校に係る 地⽅負担分（470億円）は含まない。
国・地⽅の所要額 5,908億円

【⽀援対象となる学校種】
⼤学・短期⼤学・⾼等専⾨学校(４年、５年)・専⾨学校

【⽀援内容】①給付型奨学⾦の⽀給 ②授業料等の減免
【財源】少⼦化に対処するための施策として、消費税率引

上げによる財源を活⽤

給付型奨学金
○ ⽇本学⽣⽀援機構が各学⽣に⽀給
○ 学⽣が学業に専念するため、学⽣⽣活を送るのに必要な学⽣⽣活費

を賄えるよう措置
（給付型奨学⾦の給付額（年額）（住⺠税⾮課税世帯））

⾃宅⽣ 35万円、⾃宅外⽣ 80万円国公⽴ ⼤学・短期⼤学・専⾨学校

⾃宅⽣ 21万円、⾃宅外⽣ 41万円国公⽴ ⾼等専⾨学校

⾃宅⽣ 46万円、⾃宅外⽣ 91万円私⽴ ⼤学・短期⼤学・専⾨学校

⾃宅⽣ 32万円、⾃宅外⽣ 52万円私⽴ ⾼等専⾨学校

支援対象者の要件
○ 進学前は成績だけで否定的な判断をせず、レポート等で本⼈の学修意欲を確認
○ ⼤学等への進学後の学修状況に厳しい要件

大学等の要件：国又は自治体による要件確認を受けた大学等が対象

○ 学問追究と実践的教育のバランスが取れた⼤学等
○ 経営に課題のある法⼈の設置する⼤学等は対象外

令和7年度概算要求額 事項要求

⾼等教育の修学⽀援新制度について （令和2年4⽉1⽇より実施）
※⼤学等における修学の⽀援に関する法律（令和元年５⽉10⽇成⽴）

※詳細は、⽂部科学省ホームページ「⾼等教育の修学⽀援新制度」参照（https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm）

授業料等減免
○ 各⼤学等が、以下の上限額まで授業料等の減免を実施。減免に要す

る費⽤を公費から⽀出
（授業料等減免の上限額（年額）（住⺠税⾮課税世帯））

私⽴国公⽴

授業料⼊学⾦授業料⼊学⾦

70万円26万円54万円28万円⼤学

62万円25万円39万円17万円短期⼤学

70万円13万円23万円８万円⾼等専⾨学校

59万円16万円17万円７万円専⾨学校

※給付額及び上限額は単位未満を四捨五入した数値

（参考）「こども未来戦略」（令和５年12月22日閣議決定）抜粋
Ⅲ‐1.「加速化プラン」において実施する具体的な施策
1.ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組
（４）高等教育費の負担軽減
〇 授業料等減免及び給付型奨学金について、低所得世帯の高校生の大学進学率の向上を図るとともに2024年
度から多子世帯（※１）や理工農系の学生等の中間層（世帯年収約600万円）に拡大する。さらに、高等教育費に
より理想のこども数を持てない状況を払拭するため、2025年度から、多子世帯の学生等については授業料等を

無償（※２）とする措置等を講ずることとし、対象学生に係る学業の要件について必要な見直しを図ることを含め、
早急に具体化する。
※１ 扶養される子供が３人以上の世帯（扶養する子供が３人以上いる間、第１子から支援の対象）。
※２ 現行制度と同様、支援の上限は、大学の場合、授業料は国公立約54万円、私立約70万円、入学金は国
公立約28万円、私立約26万円（大学以外も校種・設置者ごとに設定）とする。

全額⽀援
2/3⽀援

1/3⽀援【給付型奨学⾦】

【授業料等減免】

1/4⽀援（多⼦）

（両親・本⼈・中学⽣の家族４⼈世帯の場合の⽬安。基準を満たす世帯年収は家族構成により異なる）
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高等教育の修学支援新制度における学業要件の在り方について【概要】
（高等教育の修学支援新制度の在り方検討会議 報告（令和６年６月２８日））
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令和６年７月５日付事務連絡「令和７年度以降における多子
世帯の大学等授業料等無償化及び高等教育の修学支援新
制度の学業要件について」別添４ より抜粋
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地域の経済社会にとって重要な専⾨⼈材の育成に貢献している
と設置認可権者である都道府県知事等が認める場合は、確認取
消を猶予する。

機関要件（いずれかに該当する場合対象機関としない）
１．収⽀差額や外部負債の超過に関する要件
（下記①・②いずれにも該当すること）
①直前３年度全ての収⽀計算書の「経常収⽀
差額」がマイナスであること

②直前年度の貸借対照表の「運⽤資産−外部
負債」がマイナスであること

２．収容定員に関する要件（専⾨学校）
直近３年度全ての収容定員充⾜率が５割
未満であること

学部等の設置や施設整備の戦略的な先⾏
投資によるものであることが明確であり、
収容定員に対する学⽣数が⽐較的安定的
に充⾜し、資⾦の流出がない場合

機関要件確認

A) 地域に類似の専⾨⼈材育成を⾏う
機関が（原則として）他に存在しない
こと。※下記ア・イ両⽅の条件を充⾜

ア「地域の経済
社会にとって重
要な専⾨⼈材の
育成に貢献」

イ「他の教育機
関による代替の
困難性」

B）当該学校の卒業⽣のうち
地元で就職するものの割合
が50％以上であること。

都道府県知事等が認める場合は確認取消を猶予できる。

令和6年度からの機関要件及び猶予要件（専⾨学校）について

の対象事由として取扱うことが可能。

１と２いずれ
にも⾮該当

①と②いずれ
にも該当

該当

すべての条件を充⾜ 確認
取消

⼀部若しくは
全条件未充⾜確認

取消

⾮該当

該当

「要件を満たさなくなったことについて、
(1)やむを得ない事由がある場合であって、
(2)速やかに確認要件を再び満たすと⾒込まれる場合
には当該事情を考慮して確認要件を再び満たすまで、
確認⼤学等にかかる確認の取消しを猶予するといった
運⽤を⾏う」（「機関要件の確認事務に関する指針」）

11



12

「独立行政法人日本学生支援機構法施行令及び
大学等における修学の支援に関する法律施行令
の一部を改正する政令等の交付について（通知）」
（令和６年３月29日付５文科高第2310号）別紙６



13

「『機関要件の確認事務に関する指針（2023年度版）』及び経営に係る要件の見直しに係る今後の予定や
取扱い等について」（令和５年３月２７日付事務連絡より） 別紙３について（抄）

Ⅰ 経緯・概要（略）

Ⅱ 改正後の要件による機関要件確認審査の導入時期について
令和６年度の機関要件の確認審査から、改正後の要件による要件確認を実施予定。

Ⅲ 改正後の経営に係る要件の取扱い（留意事項）について
（１）「１．収支差額や外部負債の超過に関する要件」に係る留意事項

現行の確認取消しの運用においても、
① やむを得ない事由がある場合であって、
② 速やかに確認要件を再び満たすと見込まれる場合
には、当該事情を考慮して、確認要件を再び満たすまで、確認大学等に係る確認の取消しを猶予するとの運用を行うことと
「機関要件の確認事務に関する指針」に記載しているところであるが、上記①のやむを得ない事由として「１．」の要件に
該当しつつも、該当した要因が、学部等の設置や施設整備の戦略的な先行投資によるものであることが明確であり、収容定
員に対する学生数が比較的安定的に充足し、資金の流出がない場合については、猶予の対象事由として取り扱うこととする
。

（２）「２．収容定員に関する要件」に係る留意事項
②「専門学校の場合」における「各都道府県知事等の判断基準」について

以下のＡ・Ｂ２つの要件を満たす場合に都道府県知事の判断により確認取消しを猶予することができるものとする。
Ａ）地域に類似の専門人材育成を行う機関が（原則として）他に存在しないこと（以下のア、イ両方を満たすこと）

ア「地域の経済社会にとって重要な専門人材の育成に貢献」について
・当該課程の卒業・修了により国家試験受験資格又は国家資格が取得できる学校
・上記以外で都道府県知事が認める特定の資格取得のための教育を行っている学校
・職業実践専門課程に認定されている学科を設置する学校 のいずれかに該当

イ「他の教育機関による代替の困難性」について
地域（通学圏）に同種の学科を設置する専門学校数が１校または極めて少ないこと 等

Ｂ）当該学校の卒業生のうち地元で就職する者の割合が50％以上であること。
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令和６年３⽉29⽇付
独⽴⾏政法⼈⽇本学⽣⽀援機構法施⾏令及び⼤学等における修学の⽀援に関する法律
施⾏令の⼀部を改正する政令等の公布について（通知）別紙６より抜粋 14
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